百年塾ホームページ公開の手続き規程
平成25年２月８日規定
平成27年５月８日改訂

１．目的

百年塾のホームページにて公開する内容の審査手続きを規定する。

２．新規にホームページを作成した場合

新規にホームページを作成した場合、当該部会担当者は以下の手続きを行う。
（１）新規ページの公開に先立ち、新規ページを内部アドレスにアップロードする。

　　　本手続きは「百年塾ホームページの保守・管理規程」に定める保守・管理担当部会が

行う。

（２）この内部アドレスを、副本部長・部会長会議メンバー（生涯学習課を含む　以下同様）にメールで連絡して内容の確認、および承認を依頼する。
（３）副本部長・部会長会議メンバーから修正の指摘があった場合は、担当部会が指摘内容

を確認、調整の上修正し、内部アドレスにて再度アップロードして承認を依頼する。

（４）副本部長・部会長会議メンバーの承認後、担当部会が正式アップロード、正式公開する。必要により情報部会はトップページからのリンクを設定する。

（５）正式アップロードし、公開した内容は企画会議で報告する。

（６）新規ページの承認依頼は書面での依頼も可とする。
３．既存のホームページを改訂した場合

既存のホームページを改訂した場合、当該部会担当者は以下を実施すること。
（１）改訂規模が大きい場合は、２項と同様の手続きを行う。
大きな改訂とは次の場合を指す。
　　　①趣旨に関わる改訂（理念、目的・方針の変更、事業内容の変更など）

　　　②ページの掲載内容（写真、掲載文章）のおよそ半分以上に相当する範囲の改訂

（２）上記に該当しない小規模の改訂は承認不要とする。
（３）正式アップロードし、公開した内容は企画会議で報告する。

４．その他
（１）掲載を承認した後であっても副本部長・部会長会議メンバーが公開されたホームページの内容が不適切と判断した場合は、担当部会に訂正・削除を要請することが出来る。
以上
附則

１　この要項は、平成25年２月８日規定から施行する。

２　この要項は、平成27年５月　　日に一部改定、施行する。

